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』ま

め

じ

今
日
の
比
較
法
学
の
扱
う
テ

l
マ
に
は
、
種
々
の
も
の
が
あ
る
が
、
法
系
論
は
そ
の
最
も
重
要
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
比

較
法
原
論
と
称
さ
れ
る
著
書
の
多
く
は
、
こ
の
問
題
に
大
半
の
ベ

l
ジ
を
さ
い
て
お
り
、
最
近
は
論
文
の
数
も
増
え
つ
つ
あ
る
o

法
系
論
は
、
世
界
に
存
す
る
無
数
の
法
秩
序
を
い
く
つ
か
の
法
系
官
官
芯
B
g
吉
岡
在
舌

3
ま
た
は
法
家
族
同
出
自
己
巾
舟
門
-HOI-

同州
-
2
y
g
F
B
E巾
P
法
圏
閉
山
町
口
宮
田
町
冊
目
印
巾
と
も
い
う
)
に
分
け
る
こ
と
を
試
み
る
学
問
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
、
が
可
能
に
な
っ
た
の

法系論序説

は
、
比
較
法
学
の
発
達
が
す
す
み
、

一
応
、
全
世
界
の
法
秩
序
を
研
究
の
対
象
と
な
し
う
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
カミ

し

比

較
法
学
の
現
状
で
は
、
法
系
論
に
つ
い
て
、
多
く
の
問
題
が
な
お
未
解
決
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
そ
も
そ
も
、
無
数
の
法
秩
序
を
比
較

的
数
少
な
い
大
き
な
グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
こ
と
は
果
し
て
可
能
か
?

第
二
に
、

い
か
な
る
基
準
で
、
そ
の
よ
う
な
分
類
は
行
な
わ
れ
る

北法16(2・3-71)240 



説

ベ
き
」
か
ワ

第
三
に
、

か
り
に
そ
れ
が
成
功
し
た
と
し
て
、
あ
る
法
秩
序
が
ど
の
法
系
に
属
す
べ
き
か
を
い
か
な
る
基
準
に
よ
っ
て
決
定

す
べ
き
か
ワ

こ
れ
ら
の
問
題
に
対
す
る
解
答
は
帰
一
す
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
状
態
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
方
、
こ
れ
は
比
較
法
学

論

者
に
と
り
き
わ
め
て
魅
力
に
富
ん
だ
テ

1
マ
で
あ
る
。
全
世
界
の
無
数
の
法
秩
序
を
一
定
の
基
準
の
下
に
分
類
す
る
こ
と
は
、
学
者
の
理

論
的
関
心
を
大
い
に
満
足
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
o

さ
ら
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
系
を
代
表
す
る
一
つ
ま
た
は
二
つ
の
法
秩
序
を
選
び
、
そ
の

代
表
的
法
秩
序
だ
け
に
研
究
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
綜
合
的
比
較
法
研
究
と
称
し
う
る
の
で
、
比
較
法
研
究
の
現
状
で
は
、

に
よ
り
研
究
が
容
易
と
な
る
o

今
日
、
法
系
論
が
世
界
の
比
較
法
学
者
の
間
で
大
い
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
こ
に
主
な
目
的
が
あ

る
の
で
あ
ろ
う
o

従
来
の
法
系
論
は
主
と
し
て
西
欧
の
比
較
法
学
者
に
よ
っ
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
o

わ
れ
わ
れ
臼
本
の
比
較
法
学
者
に
と
り
、
そ
れ
は
、

未
開
拓
の
分
野
(
た
と
え
ば
、
イ
ス
ラ
ム
法
系
、
ア
フ
リ
カ
法
系
な
ど
)
に
も
概
観
を
与
え
て
く
れ
る
点
で
、
き
わ
め
て
重
宝
で
あ
る
o

し
か
し
、
西
欧
を
中
心
と
し
て
考
え
ら
れ
た
法
系
論
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
り
最
も
重
要
な
日
本
法
な
ら
び
に
ア
ジ
ア
法
の
特
色
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、

日
本
の
比
較
法
学
者
の
責
任
で
も
あ
る
o

し
た
が
っ
て
、
今
後
、

日
本
の
比
較
法
学
者
も

法
系
論
に
つ
き
、
と
く
に
、
そ
の
中
に
お
け
る
日
本
法
の
地
位
に
つ
き
、
発
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
稿
は
、
こ
の
問
題
を
将
来
の
課
題
と
じ
つ
つ
、
第
二
次
大
戦
後
、
今
日
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
西
欧
比
較
法
学
者
の
主
要
な
法
系
論
の

(
2
v
 

内
容
と
そ
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。

「
法
系
論
序
説
」
と
題
す
る
の
は
、
そ
の
故
で
あ
る
o

(
1
)
N毛
色
伺
巾
3
・
N
日
戸
各
8

4

0
ロ
円
山
吉
岡
州
市
n
F仲
間
町
包
括
P
凶
}
内
子
。
g
z
q
の
O
B官
旨
昨
日
440

白邑
(
U
D
ロ
岳
口
ぽ
戸

E
J
S
2
L
v・
ぉ
・
こ
の
よ
う
な
法
系
論

に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
の
比
較
法
学
者
は
無
関
心
ま
た
は
批
判
的
で
あ
る
。
と
く
に
∞
口

E
g
z
m
o
H
は

g
広三
q
l
r可
1
8
5可
『
ま
た
は

ω『
om--弓
l白
河
印

ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
が
比
較
目
的
に
と
っ
て
も
っ
と
有
益
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
伊

E
g吉
岡

R
n
D
g宮
g
t
a
Z
F
E♂
N
口
弘
正
・

5
日
夕
刀
・

5
0
2
8
A
-

こ
れ
に
対
し
、

N
司
巴
特
立
は
「
あ
ま
り
に
も
懐
疑
的
」
と
批
評
す
る
o

N
耳冊目伺巾
1
・
0
匂

-
n
F
匂
-
A
F
N
・
ロ

o
s
-
-
ま
た
最
近
の
回
目
一

-wnog宮
包
長
、
巾

‘ 

， 
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Fhw〈〈民口門戸∞一
cnFO一
吋
宮

2
F
5
8
も
こ
の
問
題
に
ふ
れ
て
い
な
い
。

な
お
イ
ギ
リ
ス
の
ガ
ヅ
タ
リ
ヅ
ジ
も
批
判
的
。
水
田
訳
・
比
較
法
一
一
八
頁
。

法系論序説

(

2

)

こ
こ
で
、
第
二
次
大
戦
前
に
発
表
さ
れ
た
法
系
論
に
つ
い
て
一
べ
つ
す
る
(
な
お
、
以
下
は
直
接
資
料
に
よ
り
え
ず
、
主
と
し
て
、
ァ
ル
マ
ン
ジ
ヨ

ン
と
ツ
ユ
ニ
ヅ
ツ
ラ

l
の
概
説
書
に
よ
り
ま
と
め
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
)
。

ま
づ
〉
・
何
回
旨
包
ロ
は
一
九

O
O年
の
比
較
法
国
際
会
議
に
お
い
て
、

ω
ラ
テ
ソ
法
系
、

ω
ゲ
ル
マ
γ
法
系
、
川
W
英
米
法
系
、

ω
ス
ラ
プ
法
系
、
例
イ

ス
ラ
ム
法
系
の
五
法
系
に
分
類
し
た
。
『
《
凶
同
Dぽ
n
O
B司
阻
み
巾
ニ
・

2

3開ロ
O
B
E
H
E仏
HCMF
わ

D口
問
円
宮
古
芯

B
E
D
S
-
常

poF門口
O
B刷
出
同
少
同
MHDn伊
T

2
H
g
g向
島

g
凹
念
宮
内
目
立

ιoロ日出
g
g
H
2
8日)噌同
y
B
H
2
F
こ
れ
に
対
し
て
は
法
系
区
別
の
基
準
が
は
っ
き
り
し
な
い
と
い
う
批
判
が
多
い
。

〉

B
互
oロ
I
Z
0
5
7
4司
o
-
R
寸
百
円
恥
品
。

e
s
g自
宮
み
二
-
同
・
司
・
品
N
l
u
・
好
意
的
批
評
と
し
て

N
3帯
同
♂
毛
-
ロ
ー
・
匂
・
ぉ
・

つ
ぎ
に
戸
含
可

ic--55ロ
は
法
源
の
差
に
注
目
し
て
、
大
陸
法
系
と
英
語
国
民
の
法
系
と
を
分
け
、
さ
ら
に
、
イ
ス
ラ
ム
法
系
を
そ
れ
に
対
比
す
る
O

F
g
可田口印問。口出

ω
2
0
5
【

r
ι
S
F
F
Xお
《
】
戸

2
P
A
ロ
mwロ円。口氏円。

ισ
一ω
ω
c
a
h叩
広
《
山
口
広

m
g
z
t
cロ
ロ
9
日
間
出
み

0・
H・
H・
5
N
N・同
ν
・
∞
町
内
汁

F
こ
れ

に
対
し
て
は
、
単
純
化
と
ジ
ン
メ
ト
リ

I
の
癖
あ
り
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。
〉
HB
互
o
p
l
z
c
E巾
ld司
D
E・
4
-
E
-
℃・

8
1串・

第
三
に

ω
2認
可
「
民
生
は
種
族
の
概
念
に
よ
る
分
類
を
試
み
、

ωア
l
リ
ヤ
人
種
の
国
民
の
法
、

ωセ
ム
人
種
の
法
、
制
モ
ン
ゴ
ル
人
種
の
法
、

ω
野
蛮
国
民
の
法
に
分
け
る
。

ω
は
さ
ら
に
、
例
ヒ
ン
ヅ

l
、

ω
イ
ラ
ン
、
付
ケ
ル
ト
、
川
W
ギ
リ
ジ
ヤ
・
ラ
テ
ン
、
判
ゲ
ル
マ
ン
、
的
ア
ン
グ
ロ
サ
ク

ソ
ン
、
同
レ
ヅ
ト
・
ス
ラ
プ
に
分
れ
る
。
伺
に
は
シ
ナ
と
日
本
が
含
ま
れ
る

o
Hり
0ロ
色
。
ロ

2
5
A
r
r
c骨
骨

舟

o
I
8
5宮
み
・

5
5・
た
だ
し
彼
は

後
に
こ
の
分
類
を
放
棄
し
た
。

第
四
に

ω
R
P
E
は
歴
史
的
伝
統
に
よ
り
ロ

I
マ
・
タ
イ
プ
の
法
典
と
、
イ
ギ
リ
ス
・
コ
モ
ン
ロ
ー
と
に
二
大
別
し
、
前
者
を
さ
ら
に
、
同
純
粋
ラ
テ

ン
法
典
、

ω
ゲ
ル
マ
ン
法
典
、
付
両
者
に
よ
り
影
響
さ
れ
た
法
典
、

ω
東
洋
近
代
文
明
諸
国
の
法
典
に
分
け
た
。
同
口
町
D《山口
NFDロ
o
m
-
-
0
2邑
5
《庄

内出口

2
0
8自
司
回
目
同
0・
5ωω
・
司
・
印
N一・

第
五
に
、
富
民
江
口
O
N
F
N
は
、
発
生
論
的
立
場
か
ら
、

ω
口
Oロ
Z
5
2卜
Z
H
g
B
群
(
イ
ギ
リ
ス
、
ス
エ

l
デ
ン
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
)
、

ω
Z
H
g
H
D
I

B
E
-ロ
群
(
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
)
、

ω
g
H
J
g
B
A
S
S
2
5
群
(
ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
)
、

ω
B
H
E
E
l
sロ
g
F
R
T

門広
B
O
R見
広
尾
群
(
ラ
テ
γ
ア
メ
リ
カ
、
ス
イ
ス
、
ロ
シ
ア
)
に
分
け
た

o
r
q
-
L
R
a
uロ
o
-
2
2
L
5
《
笠
品
。
河
口
「
0
1
i
-
g
g宮
E
L
0・
5ωAP--v-

H印品

2
F
こ
れ
ま
た
あ
ま
り
に
も
添
意
的
と
批
判
さ
れ
る
。
〉
Hg
互
cロ
l
Z
O
E
O
-巧
oロデ

O司
・
巴
・
℃
・
念
・

さ
い
ご
に
特
色
あ
る
も
の
と
し
て
は
、
名
品
BGHO
に
よ
る
世
界
の
法
系
の
パ
ノ
ラ
マ
が
あ
る
。
彼
は
古
今
東
西
の
法
を
、
エ
ジ
プ
ト
、
メ
ソ
ポ
タ

ミ
ア
、
ヘ
ブ
ヲ
ィ
、
シ
ナ
、
ヒ
ン
ヅ

i
、
ギ
リ
ジ
ア
、
官

l

マ
、
海
法
、
白
木
、
イ
ス
ラ
ム
、
ケ
ル
ト
、
ゲ
ル
マ
γ
、
ス
ヲ
ブ
、
教
会
法
、
ラ
テ
ン
、

北法16(2・3-73)242
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イ
ギ
リ
ス
の
十
大
の
法
系
に
分
け
詳
細
に
論
じ
た

0
3
5
5
5同
c
h
H
Z
d〈
O
H
E
J
H
h
開
乙
∞
宮
古
里

ω
g
F
S
N∞
・
ウ
ィ
グ
モ
ア
は
日
本
に
も
滞
在

し
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
日
本
法
の
記
述
は
一
読
に
値
す
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

U
2
5
v
g
句
回
目
仏
国
唱
え
合
国
内
田
念
仏

B
F同

8
E
O
B匂
0
3
5
p

宮

町

印

ω晶
、
ロ
ロ
門
司

N
-

論

E 

〔

3
v

シ

ユ

ユ

ッ

ツ

ア

l
(
∞の
E
5
2
}
の
法
系
論

ス
イ
ス
の
学
者
シ
ユ
ザ
一

γ

ツ
ア
ー
は
一
九
四
五
年
に
発
表
し
た
「
比
較
法
理
論

〈
mwHm-2nrg母
列
巾
向
日
比
∞
-
S
H巾
」
の
第
二
部
「
歴
史

部
」
に
お
い
て
法
系
論
を
展
開
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
比
較
を
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
対
象
と
な
る
も
の
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
民
族
と
時
代
の
一
般
的
法
史
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
不
可
能
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
代
る
概
観
を
与

え
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
o

そ
れ
に
は
世
界
の
法
系
を
い
く
つ
か
の
群
に
分
け
て
分
類
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
従
来
行
わ
れ
た
分

類
は
、
種
族
や
言
語
な
ど
に
よ
る
一
面
的
な
も
の
で
あ
り
、

と
〈
に
現
行
制
度
の
み
を
問
題
と
し
て
い
る
と
し
、
被
は
理
論
的
に
も
支
持

さ
れ
、
実
際
的
に
も
使
用
し
や
す
い
概
観
は
、
大
文
化
圏
を
総
括
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
最
も
よ
い
結
果
に
達
す
る
と
考
え
、
具
体
的
に
は

つ
ぎ
の
群
に
分
け
る
。

(2) (1) 

未
聞
民
族
の
法

」
の
中
に
は
、
今
日
の
土
着
民
族
も
太
古
の
原
始
民
族
も
入
る
。

古
代
文
化
民
族
の
法

」
の
中
に
は
、

エ
ジ
プ
ト
、

ギ
リ
シ
ア
、

ロ
ー
マ
、
か
入
る
。
こ
れ
ら
は
近
時
の
比
較
一
一
言

〆
ソ
ポ
タ
ミ
ア
、

語
学
や
パ
ピ
ル
ス
学
の
発
達
に
よ
り
、
統
一
的
に
把
握
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

(3) 

近
代
欧
米
法

現
在
の
最
も
主
要
な
法
系
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
さ
ら
に
二
分
さ
れ
る
o
判

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
法

」
れ
は
ロ

l

マ
法
と
ゲ
ル
マ
ン
法
の
混
合
形
態
で
あ
る
が
、

ロ
ー
マ
法
的
な
も
の
(
フ
ラ
ン
ス
民
法
、
そ
の
派
生
法
系
)
と
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
優
勢
な

‘ 

( 
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領
域
(
ド
イ
ツ
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
北
欧
等
)
と
ス
ラ
ブ
民
族
の
優
勢
な
領
域
(
南
北
ス
ラ
ブ
圏
)
に
分
か
れ
る
o

今
日
の
ソ

スイ
a

ス、

ピ
エ
ト
法
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
法
の
中
に
入
れ
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
本
書
の
特
色
の
一
つ
で
あ
る
o

そ
の
特
殊
性
は
勿
論
強
調
さ

れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
歴
史
は
く
り
か
え
す
と
い
う
著
者
の
信
念
の
下
に
、
結
局
そ
の
特
殊
性
も
近
代
の
個
人
主
義
が
再
び
か
つ
て
の
団

体
主
義
に
復
帰
す
る
過
程
で
あ
る
と
み
て
い
る
o
川

w

英
米
法
圏

」
れ
は
大
陸
法
と
は
独
立
の
法
圏
と
考
え
ら
れ
て
い
る
o

両
者
の
相

違
は
、
結
局
、
法
的
思
考
の
決
定
的
相
違
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
架
橋
の
で
き
な
い
ほ
ど
の
対
立
で
は
な
い
。

対
立
の
理
想
的
解
決
は
、

一
方
を
他
方
に
吸
収
す
る
こ
と
で
は
な
く
、

た
が
い
の
長
所
を
生
か
し
あ
っ
て
融
合
す
る
こ
と
で
あ
る
。

(4) 

こ
れ
は
、
世
俗
法
の
形
成
に
対
し
巨
大
な
影
響
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
と
、
今
日
に
お
い
て
も
何
億
と
い
う
人
が
宗
教

宗
教
法

法
の
原
則
に
従
っ
て
生
活
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
独
立
に
取
り
扱
わ
れ
る
価
値
が
あ
る
o

こ
の
中
で
は
、

ユ
ダ
ヤ
教
法
、

キ
リ
ス
ト

教
(5) 法

イ
ス
ラ
ム
教
法
の
三
つ
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
o

ア

ジ

ア

諸

国

の

法

ピ

ン

ヅ

l
法
、
中
園
、

か
ん
た
ん
な
法
制
史
と
家
族
制
度
の
特
色
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

こ
こ
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ト
ル
コ
、

日
本
、

モ
ン
ゴ
ル
で
あ
る
o

日
本

に
つ
い
て
は
、

以
上
の
よ
う
な
シ
ュ
ニ
ッ
ツ
ア

l
の
法
系
論
に
対
し
て
は
批
判
が
多
い
。
と
く
に
過
去
の
法
と
現
在
の
法
と
を
綜
合
し
よ
う
と
し
た
点

に
対
し
て
は
、
そ
の
後
に
追
随
者
を
見
な
い
。
ま
た
ソ
ビ
エ
ト
法
系
の
独
自
性
を
否
定
し
た
点
も
問
題
で
あ
る
o

し
か
し
、
著
者
は
「
比

法系論序説

較
法
理
論
」
第
二
版
(
一
九
六
一
年
)
に
お
い
て
も
従
来
の
見
解
を
基
本
的
に
維
持
し
、
そ
の
後
に
発
表
さ
れ
た
ダ
ヴ
ィ
ド
や
ア
ル
マ
ン

ジ
ョ
ン
の
分
類
を
批
判
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
自
分
の
分
類
も
固
定
的
で
は
な
く
、
今
後
の
発
展
に
つ
れ
て
流
動
性
の
あ
る
こ
と
は
承

認
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
第
二
版
に
見
ら
れ
る
顕
著
な
現
象
は
、
法
系
論
に
関
す
る
穀
述
が
著
し
く
分
量
を
増
し
た
こ
と
で
あ
る
(
一
九

四
頁
よ
り
二
七
八
頁
ヘ
)
o

と
く
に
、
こ
の
一
五
年
間
に
お
け
る
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
の
新
興
国
の
発
展
を
考
慮
し
、

ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
法
と
名
称
を
変
更
し
、
多
く
の
新
興
国
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

五
番
目
の
法
圏
は
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ハ
3
〉
∞
n
E
X
N
R
〈
再
開

-
a
n
Z
D号
阿
佐

n
r
E
m
r
F
H
E
U・
ω・
2
F
N・
〉
忌
・
芯
2
・
E
-
F
∞
-HNω
『
・
初
版
に
つ
き
拙
稿
コ
ニ
つ
の
比
較
法
」
比
較
法

研
究
七
号
四
八
頁
以
下
に
紹
介
ず
み
で
あ
る
が
、
本
稿
を
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
す
る
た
め
、
若
干
の
訂
正
の
う
え
、
あ
え
て
重
複
し
て
紹
介
す
る
。

(
4
〉

ωロ
E
H
G
2
が
も
っ
と
も
親
近
感
を
も
っ
法
系
論
は
巧
仲
間
自
0

3

(
本
稿
七
三
頁
注
(2)参
照
)
の
そ
れ
で
あ
る
。

(
5
〉

ωnyロ伊丹
N
O
F
P
白・

0
・
H・
〉
民
巴
・

ω-H∞。
J
N・
第
二
版
で
は
、
ス
ラ
プ
圏
に
つ
き
、
ソ
ビ
エ
ト
法
と
そ
の
影
響
を
最
初
に
論
じ
て
い
る
が
、
従
来
の

反
共
的
立
場
は
一
一
層
強
化
さ
れ
て
い
る
。

N-
〉丘一・

ω
-
N
2
1
N
2
・

(
6
)
ω
ロ
r
E
R
F
F
F
。
・
ゲ
〉
丘
-
・

ω・
8
∞
ー
ロ
・
第
二
版
に
お
い
て
も
従
来
の
記
述
の
ほ
か
、
第
二
次
大
戦
後
の
家
族
法
の
改
正
を
伝
え
て
い
る
が
、

平
板
で
あ
る
o

N
・
〉
C
2
.
∞・

ω斗
ωlぉ・

(

7

)

こ
の
点
を
批
判
す
る
も
の
と
し
て
、
旨
B
E
3
1
z
c
E
T巧

o
E・
0
唱・

2
-
F
Y
司・

8
ム
-
N
5宥
H
F
G・
2
・司・

8
・

(

8

)

ダ
ヴ
ィ
ド
の
分
類
に
対
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
系
の
中
に
、
大
陸
法
と
ラ
テ

γ

・
ア
メ
リ
カ
法
を
含
め
、
そ
れ
と
英
米
法
系
を
区
別
し
た
点
、
ソ
ピ

エ
ト
法
と
西
欧
法
を
対
立
さ
せ
た
点
を
と
く
に
批
判
し
て
い
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
形
態
学
的
な
観
察
で
あ
り
、
歴
史
的
考
察
が
足
り
な
い
と
指
摘
し
、

今
日
の
ソ
ピ
Z

ト
法
に
お
け
る
ス
ラ
プ
法
的
基
礎
の
重
要
性
を
強
調
す
る
。
こ
の
点
、
切
R
E
S
-
』

E
江

8

5

C・ω・ω
-
m
-
H
N
2
5
L
&・
5
8・
℃
-
H斗
H

2
凹

2
・
と
相
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
た
、
ア
ル
マ
ン
ジ
ョ
ン
の
分
類
に
対
し
て
は
、
ス
カ
ン
ジ
ナ
ピ
ア
法
系
を
独
立
さ
せ
た
点
、
ユ
タ
ヤ
法
や

キ
リ
ス
ト
法
を
除
外
し
て
、
イ
ス
ラ
ム
法
の
み
を
と
り
あ
げ
た
点
、
日
本
法
を
完
全
に
無
視
し
た
点
(
こ
の
点
は
、
や
や
誤
解
。
本
稿
-
じ
七
頁
参
照
)

な
ど
が
理
解
し
が
た
い
と
す
る
。

ωnrロ昨
N
2
w
N・〉戸同}・

ω
-
E
H
・

(
9
)
ω
n
yロ伊丹
N
R
N
-
K
F丘
一
-
∞
-
E
H
N・
現
在
、
す
で
に
ロ
マ
ネ
ス
ク
法
と
ゲ
ル
マ
ン
法
の
対
立
が
止
揚
さ
れ
た
よ
う
に
、
将
来
は
、
大
陸
法
と
英
米
法

の
対
立
も
不
必
要
と
な
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。

(
日
山

)
ω
口
}
凶
巳
件
N巾

F
N・
〉
戸
間
「

ω・ω
怠
J
串
OAF-

た
だ
し
叙
述
は
平
板
さ
を
免
れ
な
い
。

説論

E
 
ア
ル
マ
ン
ジ
ョ
ン
・
ノ
ル
ド
・
ヴ
ォ
ル
フ

(krB宮
古
口

lz。
E
?巧。]町内)
の
法
系
論

そ
れ
ぞ
れ
の
国
を
代
表
す
る
比
較
法
学
者
で
あ
る
ア
ル
マ
ン
ジ
ョ
ン
(
と
し
て
以
下
他
の
著
者
も
代
表
)
等
は
、
三
巻
か
ら
な
る
大
著

「
比
較
法
概
論
吋

E
芯

骨

骨
O
F同

g
g
H
H白
血
」
(
一
九
五

O
l五
二
年
)
に
お
い
て
、
自
立
的
科
学
と
し
て
の
比
較
法
の
第
一
の
仕
事
ほ

‘ 

~ 
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法
系
の
分
類
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
こ
こ
で
も
従
来
提
案
さ
れ
た
各
分
類
を
批
判
し
、
自
説
を
展
開
す
る
D

分
類
の
前
提
と
し
て
、

第
一
に
、
私
法
の
分
類
に
限
る
o

公
法
と
私
法
と
が
別
々
の
法
系
に
属
す
る
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
o

第
二
に
、
近
代
文
明
諸
民
族
の

私
法
に
限
る
o

こ
れ
は
比
較
法
を
ド
グ
マ
的
比
較
法
と
し
て
見
る
立
場
に
由
来
す
る
o

さ
て
、
法
系
の
分
類
に
あ
た
っ
て
は
、
地
理
的
人

種
的
そ
の
他
の
外
部
的
要
素
は
除
外
し
、
主
と
し
て
、
起
源
、
派
生
、
類
似
の
関
係
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
言
問
語
の
分
類
に
似

て
い
る
。
文
明
諸
国
の
法
の
発
展
に
さ
い
し
て
は
、

い
く
つ
か
の
法
の
発
射
の
中
心
点
が
あ
り
、
他
の
法
系
は
多
か
れ
少
な
か
れ
こ
れ
に

依
存
し
て
い
る
さ
ま
が
見
ら
れ
る
o

そ
れ
で
法
系
の
群
が
形
成
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
形
成
し
た
基
本
的
法
系
と
派
生
的
法
系
と
に

よ
っ
て
法
系
の
分
類
を
行
な
わ
ん
と
す
る
の
が
ア
ル
マ
シ
ジ
ョ
シ
の
見
解
で
あ
る
。
基
本
的
法
系
と
し
て
は
、
以
下
の
七
法
系
が
あ
る
。

)
 

唱

a
A(
 
フ
ラ
ン
ス
法
系

フ
ラ
ン
ス
法
系
は
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
起
源
に
お
い
て
は
独
創
的
で
は
な
い
が
、
あ
る
い
は
そ
れ
故
に
こ
そ
、

ロ
ー
マ
法
以
来
世
界
に
最
大
の
影
響
を
与
え
た
。
そ
の
派
生
法
系
と
し
て
は
、
ベ
ル
ギ
ー
、

ル
ク
セ

γ
ブ
ル
グ
、

オ
ラ
ン
ダ
、

イ
タ
リ
ア
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
、

ル
ー
マ
ニ
ア
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
、

ケ
ベ
ッ
ク
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、

エ
ジ
プ
ト
、

ス
ペ
イ
ン
、

今
日
で
は
、
社
会
主
義
圏
に
入
っ
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
、

ル
ー
マ
ニ
ア
は
、
著
者
の
立
場
か
ら
は
当
然
除
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

(2) 

ド
イ
ツ
法
系
の
近
代
的
私
法
典
(
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ド
イ
ツ
・
ス
イ
ス
民
法
典
)
は
、
主
と
し
て
、

ド
イ
ツ
法
系

ロ
ー
マ
法
に

ゲ
ル
マ
ン
起
源
の
若
干
の
制
度
を
結
合
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、

い
ず
れ
も
、
代
表
的
法
学
者
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
に
な
ら
っ
て
は
い
な
い
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
民
法
典
は
セ
ル
ビ
ア
に
継
受
さ
れ
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
判
例
に
影
響
を

与
え
た
。
ド
イ
ツ
民
法
典
は
こ
の
法
系
の
中
心
を
な
す
も
の
で
あ
り
、

日
本
お
よ
び
シ
ヤ
ム
に
継
受
さ
れ
、

ま
た
ブ
ラ
ジ
ル
お
よ
び
シ
ナ

法系論序説

に
影
響
を
与
え
た
。
ス
イ
ス
民
法
典
は
ト
ル
コ
に
継
受
さ
れ
た
ほ
か
、

メ
キ
シ
コ
に
も
影
響
を
与
え
た
。
そ
れ
ら
が
派
生
法
系
で
あ
る
。

な
お
日
本
法
は
、
極
東
に
お
け
る
ド
イ
ツ
法
と
い
う
位
置
づ
け
を
さ
れ
、
旧
法
下
の
家
族
制
度
の
規
定
が
特
殊
性
あ
る
も
の
と
し
て
紹
介

さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

北法16(2・3-77)246 



ス
カ
ン
ジ
ナ
ピ
ア
法
系

ノ
ル
ウ
ェ
ー
、

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
お
よ
ひ
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
が
こ
れ
に

説

属
す
る
。
こ
れ
ら
の
国
民
は
、
各
種
の
人
種
に
分
れ
て
い
る
が
、
歴
史
的
事
情
に
よ
っ
て
同
一
法
系
に
属
し
て
い
る
。
こ
の
法
系
の
特
色

デ
ン
マ
ー
ク
、

ス
ウ
ェ
!
日
ア
ン
、

語首

は

ロ
ー
マ
法
の
影
響
を
ほ
と
ん
ど
受
け
て
い
な
い
点
に
あ
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
法
の
よ
う
な
独
創
的
な
法
系
を
作
ら
ず
、
大
陸
法
に
適
令

さ
せ
て
い
る
o

本
法
系
を
独
立
の
も
の
と
扱
う
点
は
、

ア
ル
マ
ン
ジ
ョ
ン
の
特
色
の
一
つ
で
あ
る
o

(4) 

」
の
法
系
の
特
色
が
、

ロ
ー
マ
法
の
影
響
を
受
け
ず
、
判
例
法
と
し
て
独
自
に
発
達
し
た
コ
モ
ン
ロ
ー
に
求
め

イ
ギ
リ
ス
法
系

ら
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
法
系
は
大
英
帝
国
の
版
図
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
及
ん
で
い
る
こ
と
も
い
う
ま
で
も
な
い

が
、
本
書
で
は
、
派
生
法
系
と
し
て
、
と
く
に
、

ロ
ー
マ
法
と
コ
モ
ン
ロ
ー
の
影
響
を
う
け
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
法
系
と
、

ロ
ー
マ
法
、

オ
ラ
ン
ダ
法
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
法
の
混
合
で
あ
る
ロ

1
7
・
オ
ラ

γ
ダ
法
系
(
セ
イ
ロ
ン
、
南
阿
連
邦
)
に
つ
い
て
一
言
及
し
て
い
る
。

(5) 

ソ
ビ
エ
ト
法
の
独
創
性
と
自
主
性
を
認
め
、
こ
れ
を
独
立
の
法
系
と
す
る
。
そ
こ
に
は
、

ソ
ビ
エ
ト
法
系

ア
ル
マ
ン
ジ
ョ
ン
は
、

集
産
主
義
に
も
と
づ
く
多
く
の
独
特
の
法
制
度
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
o

し
か
し
、
他
方
、
ソ
ビ
エ
ト
法
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
法
を
完
全
に

区
別
し
よ
う
と
す
る
ソ
ビ
エ
ト
の
法
学
者
の
見
解
に
対
し
て
は
、
必
ず
し
も
同
調
し
て
い
な
い

(6) 

回
教
の
影
響
の
下
に
あ
る
独
特
の
法
系
で
、
他
の
近
代
法
系
と
は
完
全
に
孤
立
し
て
い
る
o

コ
l
ラ

γ
が
代
表

イ
ス
ラ
ム
法
系

的
法
源
で
あ
り
、
不
動
性
を
特
色
と
し
て
い
る
。
こ
の
法
系
に
属
す
る
国
は
、

ア
ジ
ア
、

ア
フ
リ
カ
に
広
大
に
拡
っ
て
い
る
。

円

4

以
上
が
ア
ル
マ

γ
ジ
ョ
ン
の
法
系
論
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
従
来
の
も
の
に
較
べ
、
詳
細
か
つ
正
確
で
あ
る
と
い
い
う
る
。
ア
ル
マ
ン
ジ
ョ

ン
の
見
解
に
は
、
共
著
者
の
死
亡
も
あ
っ
て
か
、
そ
の
後
の
発
展
が
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
最
近
、
ッ
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
ト
に
よ
っ
て
、
こ

イ
ン
ド
お
よ
び
ピ
ル
マ
法
系

こ
の
法
系
も
宗
教
ハ
ヒ

γ
ヅ
l
教
)
の
相
違
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。

の
分
類
が
結
果
的
に
支
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
(
後
述
V
)。

ハ
U
)
〉

HSFロ』
O
守
ZC]仏
巾
1
4司
O

缶、、
H
，
EH恥
門

F
e
d
-
z
o
g宮
み
・
乙
・
匂
・
串

Nta-
本
書
の
法
系
論
に
つ
い
て
も
、
拙
稿
前
掲
五
二
頁
以
下
に
紹
介
ず

f 

~ 
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み
。
本
稿
は
、
そ
れ
を
さ
ら
に
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
ツ
ヴ
ア
イ
ゲ
ル
ト
の
法
系
論
の
前
提
と
な
る
た
め
、
こ
れ
ま
た
重
複
を
敢
て
し
た
。

(
ロ
)
〉

B
Z
Cロ
l
z
c
E
σ
l
巧
O
R
F
D
℃・

5
・
ニ
H
L
-
h
N叶
l∞・

(
日
)
〉

5
-
2
8
1
2
0
E
m
l
J司
o
-
R
二伝
-
n
F
F
H
H
H
L》
-
N
N
了
、
由
・
拙
稿
前
掲
五
三
・
五
四
頁
参
照
。

N 

ダ
ヴ
ィ
ド
(
ロ
ヨ
ふ
仏
)

の
法
系
論

現
在
に
お
け
る
指
導
的
比
較
法
学
者
ダ
ヴ
ィ
ド
は
、
比
較
法
は
た
ん
な
る
方
法
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
立
場
を
と
り
な
が
ら
も
、
そ
の

著
者
「
比
較
私
法
原
論
吋
E
X
A
m
企
ふ

B
g
E
Z
骨
年
。
佐
江
主

n
o
g宮円
b
・
5
8」
の
中
で
か
な
り
の
ベ

l
ジ
(
一
八

O
頁
)
を
さ
い

て
現
代
法
系
に
つ
い
て
の
概
観
を
与
え
て
い
ふ
噌
分
類
の
基
準
と
し
て
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
観
点
と
技
術
的
観
点
と
を
あ
げ
る
。
す
な

わ
ち
、

ま
ず
、
法
は
そ
の
社
会
機
構
の
全
要
素
と
関
係
し
て
い
る
正
義
に
つ
い
て
の
種
々
の
概
念
を
表
現
す
る
が
故
に
、

ま
た
、
法
の
適

用
さ
れ
る
共
同
体
が
種
々
の
宗
教
的
哲
学
的
信
仰
を
保
持
す
る
が
故
に
、
さ
ら
に
ま
た
、
共
同
体
が
種
々
の
政
治
的
経
済
的
社
会
的
構
造

を
有
す
る
が
故
に
、
異
な
る
の
で
あ
る
o

つ
ぎ
に
、
法
は
、
正
義
に
つ
い
て
の
同
一
の
概
念
を
反
映
し
て
い
て
も
、
法
律
家
に
よ
っ
て
発

か
っ
、
そ
の
概
念
を
具
体
化
す
る
た
め
の
技
術
に
よ
り
、
異
な
る
の
で
あ
る
o

こ
の
二
つ
の
観
点
を
区
別
す
る
こ
と
は

展
せ
し
め
ら
れ
、

実
際
上
困
難
な
場
合
が
多
く
、

法系論序説

ま
た
法
に
お
け
る
技
術
の
重
要
性
は
決
し
て
低
く
評
価
し
て
は
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
技
術
を

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
従
属
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
の
分
類
は
、
な
か
ん
ず
く
、
そ
の
哲
学
的
基
礎
、
お
よ
び
法
が
達
成
し

よ
う
と
つ
と
め
る
正
義
の
概
念
を
考
慮
し
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
〈
列
。

以
上
の
観
点
か
ら
、
ダ
ヴ
ィ
ド
は
現
代
世
界
の
法
を
つ
ぎ
の
五
つ
の
法
系
に
分
類
し
た
。

)
 

唱

i，，，.‘、

西
欧
法
(
仏

B
芹

2
n
E
g
E
)
系

こ
の
法
系
は
さ
ら
に
フ
ラ
ン
ス
法
群
と
英
米
法
群
と
に
分
か
れ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
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説

「
キ
リ
ス
ト
教
の
道
徳
的
基
礎
、
自
由
主
義
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
政
治
・
社
会
原
理
、

基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
の
で
あ
る
o

本
法
系
の
う
ち
、

お
よ
び
資
本
主
義
経
済
構
造
の
上
に

両
者
は
、

フ
ラ
ン
ス
法
群
は
、

ヨ

l
ロ
ッ
バ
大
陸
の
全
体
と
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
を
お
お
っ

論

て
い
る
o

大
陸
法
に
お
け
る
ラ
テ
ン
系
国
の
法
と
ゲ
ル
マ
ン
系
国
の
法
と
の
間
に
は
、
本
質
的
な
区
別
は
存
在
し
な
い
。
ラ
テ
ン
ア
メ
リ

カ
法
も
基
本
的
に
は
大
陸
法
に
属
し
て
い
る
o

し
か
し
、
民
主
的
性
格
、
経
済
条
件
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
の
影
響
の
点
で
、
大
陸
法
と
の
聞

に
差
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
英
米
法
群
に
つ
い
て
は
、

コ
モ
ン
ロ
ー
の
一
般
的
性
格
(
イ
ギ
リ
ス
法
)
と
ア
メ
リ
カ
法
が
独
立
に
論

ぜ
ら
れ
る
ほ
か
、

ケ
ベ
ッ
ク
、

ス
コ
ッ
ト
ラ

γ
ド
、
南
阿
の
法
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。

ル
イ
ジ
ア
ナ
、

ω

「
法
の
適
用
さ
れ
る
社
会
の
社
会
主
義
的
構
造
と
、
本
質
的
に
は
経
済
秩
序
で
あ
る
、
こ
の
よ
う
な
社
会
主
義

的
構
造
が
政
治
・
経
済
・
道
徳
秩
序
に
お
い
て
も
た
ら
す
、
す
べ
て
の
結
果
の
故
に
、
前
者
と
根
本
的
に
異
な
る
」
法
系
で
あ
る
o

ダ
ヴ

ソ
ビ
エ
ト
法
研
究
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。

ソ
ビ
エ
ト
法
系

ィ
ド
は
、
こ
の
法
系
の
概
観
に
お
い
て
、
西
欧
法
の
改
革
の
た
め
に
、

あ
る (3)

イ
ス
ラ
ム
法
系

イ
ス
ラ
ム
教
に
お
け
る
法
と
宗
教
と
を
結
ぶ
密
接
な
関
係
に
特
色
を
有
す
る
法
系
で

神
学
的
な
基
礎
を
有
し
、

(4) 

キ
リ
ス
ト
教
や
マ
ホ
メ
ッ
ト
教
と
は
異
な
る
特
有
な
哲
学
的
基
礎
に
立

ヒ
ン
ヅ

l
法
系

こ
れ
も
ま
た
伝
統
的
な
法
で
あ
る
が
、

ペコ
(5) 法
系
で
あ
る

シ
ナ
法
系

こ
こ
で
は
、
法
は
二
次
的
な
役
割
を
果
す
に
す
ぎ
な
い
。
社
会
秩
序
の
基
礎
は
、
第
一
次
的
に
は
、
法
で
は
な
く
、

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
人
生
の
あ
ら
ゆ
る
状
況
に
お
い
て
、
事
物
の
自
然
の
秩
序
と
調
和
す
る
行
動
を

個
人
に
命
ず
る
も
の
で
あ
る
。
日
本
法
は
、
こ
の
よ
う
な
シ
ナ
法
の
概
念
が
優
勢
な
国
の
一
つ
と
し
て
一
べ
つ
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

L

礼

(
巴
丹
巾
閉
山
一
)

か
も
、
明
治
以
後
の
西
欧
化
が
、
こ
の
西
欧
の
法
学
の
産
物
と
、

に
は
、
な
お
長
い
努
力
が
必
要
で
あ
ろ
う
と
す
る
。

日
本
人
の
魂
に
生
き
残
っ
て
い
る
伝
統
的
概
念
と
を
融
合
さ
せ
る
た
め

‘ 

‘' 
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以
上
の
よ
う
な
ダ
ヴ
ィ
ド
の
法
系
論
に
は
、
当
然
批
判
が
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
著
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
う
ち
二
点
に

っ
き
弁
明
を
試
み
て
い
る
o

そ
の
第
一
は
、
英
米
法
と
大
陸
法
と
を
同
一
法
系
内
に
属
せ
し
め
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
著
者
の
法
系

両
者
の
差
は
、

主
と
し
て
法
技
術
の
差
で
あ
っ
て
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
差
で
は
な
い
か
ら
で
あ

分
類
の
基
準
か
ら
来
る
帰
結
で
あ
り
、

る
o

第
二
は
、
世
俗
法
と
宗
教
法
と
を
基
本
的
に
対
比
さ
せ
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
法
、

ソ
ビ
エ
ト
法
、

シ
ナ
法
は
国
家
的
法

す
な
わ
ち
世
俗
法
で
あ
り
、

イ
ス
ラ
ム
法
と
ヒ
ン
ヅ
l
法
は
宗
教
法
で
あ
る
。
世
俗
法
と
宗
教
法
の
差
も
重
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
分
類
の
方
が
よ
り
根
本
的
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

イ
ス
ラ
ム
法
と
フ
ラ
ン
ス
法
の
差
は
、

一
方
が
宗
教
法
で
あ
り

他
方
が
世
俗
法
で
あ
る
と
い
う
事
実
よ
り
は
、
む
し
ろ
、

と
い
う
事
実
に
求
め
ら
れ
る
。

た
が
い
に
異
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
依
拠
し
、
二
つ
の
文
明
秩
序
を
反
映
す
る

ダ
ヴ
ィ
ド
の
法
系
論
の
中
で
最
も
特
色
の
あ
る
の
は
、
大
陸
法
と
英
米
法
を
統
一
す
る
西
欧
法
の
提
唱
で
あ
る
o

こ
の
点
は
、
そ
の

後
、
他
の
比
較
法
学
者
に
よ
り
賛
否
両
論
の
批
評
を
受
け
た
が
、
ダ
ヴ
ィ
ド
自
身
、

ン
テ
マ
(
ペ
ロ
芯
自
由
)
の
記
念
論
文
集
に
、

一
O
年
後
に
な
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
比
較
法
学
者
ア
イ

「
西
欧
法
は
存
在
す
る
か
?
し
と
い
う
一
稿
を
投
じ
て
、
西
欧
法
の
存
在
を
再
確
認
し
た
。
も

ダ
ヴ
ィ
ド
も
、
大
陸
法
と
英
米
法
と
の
聞
に
多
く
の
差
の
存
在
す
る
事
実
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
従
来
の
考

え
を
変
更
す
る
必
要
の
な
い
こ
と
は
、
ソ
ビ
エ
ト
の
法
学
者
が
大
陸
法
と
英
米
法
を
一
括
し
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
法
と
し
、
こ
れ
と
社
会
主
義

法
を
対
比
じ
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
も
指
摘
で
仁
犯
o

要
す
る
に
、
大
陸
法
と
英
米
法
の
区
別
は
法
技
術
的
な
立
場
か
ら
の
分
類
に
す

ち
ろ
ん
、

法系論序説

西
欧
法
の
統
一
性
を
示
す
も
の
と
し
て
、
政
治
的
・
経
済
的
・
道
徳

的
秩
序
を
あ
げ
て
い
た
点
を
放
棄
し
た
。
今
日
の
西
欧
諸
国
は
す
べ
て
何
等
か
の
形
で
社
会
主
義
の
道
を
進
ん
で
い
る
し
、
ア
ジ
ア
・
ア

ぎ
な
い
。
も
っ
と
も
、

ダ
ヴ
ィ
ド
は
、
こ
の
論
文
の
中
で
、
従
来
、

フ
リ
カ
の
多
く
の
園
、
が
、

キ
リ
ス
ト
教
と
関
係
な
く
、
西
欧
法
系
に
属
し
て
い
る
o

ま
た
、
西
欧
法
の
歴
史
的
考
察
か
ら
も
反
対
の
こ
と

が
証
明
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
て
、
現
在
ダ
ヴ
ィ
ド
に
よ
り
、

西
欧
的
文
明
を
性
格
づ
け
る
た
め
に
本
質
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、

北法16(2・3-81)250 



説

で
き
る
か
、
ぎ
り
法
に
よ
っ
て
完
全
に
支
配
さ
れ
る
こ

社
会
に
お
い
て
法
に
与
え
ら
れ
て
い
る
役
割
り
の
サ

γ
チ
マ
ゾ
で
あ
り
、
そ
れ
は
、

論

と
を
理
想
と
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
一
法
の
支
配
」
で
あ
る
o

彼
は
「
法
の
支
配
」
に
つ
い
て
の
英
米
法
的
な
考
え
方
と
大
陸
法
的
な
考

え
方
と
の
聞
に
原
則
と
し
て
差
を
認
め
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
社
会
主
義
国
に
お
い
て
は
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
影
響
の
下
で
、
法
は
過
渡

ま
た
、
法
は
何
よ
り
も
政
治
的
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、

的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
将
来
は
消
滅
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、

存
在
し
な
い
と
す
る
。

「
法
の
支
配
」
は

な
お
、

ダ
ヴ
ィ
ド
は
、
大
陸
法
と
英
米
法
と
の
差
と
し
て
従
来
強
調
さ
れ
て
い
た
二
点
に
つ
い
て
、
最
近
に
お
け
る
両
者
の
接
近
の
事

実
を
指
摘
し
て
、
自
説
を
補
強
し
て
い
る
。
第
一
に
、
公
法
と
私
法
の
関
係
で
あ
る
が
、
従
来
、
法
の
支
配
は
、
大
陸
法
で
は
私
法
を
中

心
と
し
、
英
米
法
で
は
公
法
を
中
心
と
し
て
発
達
し
て
き
た
が
、
今
日
で
は
、
両
者
は
こ
の
点
で
接
近
し
つ
つ
あ
る
。
第
二
に
、
制
定
法

主
義
と
判
例
法
主
義
と
の
差
が
問
題
で
あ
っ
た
が
、
行
政
機
能
の
拡
大
の
た
め
、
今
日
の
英
米
に
お
い
て
は
、
制
定
法
の
重
要
性
が
増
し

つ
つ
あ
り
、
他
方
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
の
よ
う
に
、

コ
ン
セ
イ
ュ
・
デ
タ
の
判
例
を
中
心
と
し
て
発
達
し
た
例
も
大
陸
法
に
見
ら
れ
、
こ
れ

ま
た
、
両
者
の
差
は
強
調
す
べ
き
で
は
な
い
。
か
く
し
て
、
結
論
と
し
て
、

「
西
欧
法
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
こ
れ
ま
で
は
社
会
学
的
お

よ
び
哲
学
的
観
点
か
ら
価
値
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
近
い
将
来
に
お
い
て
は
、
厳
格
な
法
学
的
観
点
か
ら
も
、
現
実
を
表
現
す

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
予
言
し
て
い
る
o

ダ
ヴ
ィ
ド
は
最
近
、

「
比
較
私
法
原
論
」
の
第
二
版
と
も
い
う
べ
き
「
現
代
の
大
法
系

H
k
g
m
Eロ
仏
間
回
日
刊
凹
芯

g
g
L巾
仏

H
O訂
円
。
ロ
・

Z
B
-
5
5
E凹

(
U
B
X
8
5宮
H
b
)
E
E」
を
著
わ
し
、
従
来
の
法
系
論
を
一
部
修
正
し
、
発
展
さ
せ
た
。
ま
ず
、
法
系
分
類
の
基
準
と
し

て
、
従
来
通
り
法
技
術
的
要
素
と
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
要
素
を
あ
げ
て
は
い
る
が
、
こ
の
両
者
は
分
類
を
す
る
た
め
に
同
程
度
に
決
定
的

で
あ
り
、
両
基
準
は
孤
立
し
て
で
は
な
く
、
併
合
し
て
利
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
論
じ
て
い
(
利
。

以
上
の
よ
う
な
分
類
基
準
に
つ
い
て
の
考
え
方
の
若
干
の
変
更
と
、

最
近
に
お
け
る
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
の
新
興
国
の
発
達
は
、

‘ 

.， 
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ヴ
ィ
ド
の
法
系
分
類
に
つ
い
て
若
干
の
修
正
を
も
た
ら
し
た
。
彼
は
現
代
世
界
の
四
大
法
家
族
(
本
書
で
は
法
系
に
代
っ
て
法
家
族
と
い

う
名
称
を
用
い
て
い
る
)
と
し
て
、

ωロ
1
マ
・
ゲ
ル
マ
ン
家
族
、

ωコ
モ
ン
ロ
ー
家
族
、

ω社
会
主
義
家
族
、

ω哲
学
的
・
宗
教
的
制

度
を
あ
げ
て
い
る
。

ロ
ー
マ
・
ゲ
ル
マ

γ
家
族
と
コ
モ
シ
ロ

1
家
族
を
独
立
の
法
家
族
と
扱
う
の
は
明
ら
か
に
自
説
の
修
正
で
あ
る
が
、

し
か
し
著
者
は
両
者
を
統
一
す
る
「
西
欧
法
」
の
存
在
を
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
叫
「
ま
た
第
四
の
分
類
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
イ
ス

ヒ
ン
ヅ
l
法
、
極
東
の
法
の
ほ
か
、
新
た
に
ア
フ
リ
カ
お
よ
び
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
の
法
に
言
及
し
て
い
る
o

こ
れ
ら
の
国
は
、
極

ラ
ム
法
、

東
の
法
の
よ
う
な
古
い
文
明
を
も
つ
も
の
で
は
な
く
、
従
来
慣
習
法
の
下
に
生
活
し
て
い
た
住
民
に
対
し
西
欧
法
が
継
受
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
、

ロ
ー
マ
・
ゲ
ル
マ
ン
家
族
か
コ
モ
ン
ロ
ー
家
族
に
属
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
o

し
か
し
、
従
来
、
無
視
さ
れ
て
い
た
こ
れ
ら
の
国

に
つ
い
て
特
別
に
関
心
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
か
ら
と
り
あ
げ
た
の
で
あ
討

の
法
と
し
て
、

著
者
は
、
し
か
し
、
本
書
に
お
い
て
、

わ
れ
わ
れ
に
と
り
最
も
関
心
を
ひ
く
の
は
、

日
本
法
の
取
扱
い
で
あ
る
。
こ
ん
ど
は
、

日
本
法
は
、
極
東

シ
ナ
法
と
な
ら
ん
で
独
立
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
内
客
は
日
本
法
の
歴
史
と
戦
後
の
発
達
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、

一
方
で
は
ど
ん
よ
く
に
近
代
法
を
と
り
入
れ
た
が
、
そ
れ
と
矛
盾

日
本
法
の
近
代
化
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
る
。
日
本
人
は
、

す
る
生
活
様
式
は
い
ぜ
ん
と
し
て
維
持
し
て
お
り
、
輸
入
法
と
習
俗

(B。
2
5
)
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
た
だ
し
、
第
二
次
大
戦
後
の
社

日
本
に
も
法
の
サ
ン
チ
マ
ン
を
植
え
つ
け
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
な
お

会
構
造
の
変
化
と
民
族
主
義
の
進
展
は
、
長
期
的
に
み
れ
ば
、

仮
説
に
す
ぎ
な
い
と
結
ん
で
い
る
。

法系論序説

ハ
M
)

〔
日
M

)

(
M山
)

〈

W
U
)

(

日

目

)

。2
5
、H
，B
I
b
b
}恥

g
g宮
町
め
仏
巾

ι吋
D
F円

2
〈

H
-
n
O
B同
福
岡
少

5
日
。
・
司
・

N
H
日
立
-
m
-

凶
ゲ
同
日
・

H
V
-
N
N
ω
j
t品

-r-ι
・同】・

N
N
A
F

F
-
P
H》・
N
g
l
N

F-L・
句
-
ω
ω

∞J
斗
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説

(四

)FEn--
喝・

ωω
叶
巾
仲
間
・

〈却〉

FrFト
ヲ

ω∞∞
J
由

〈
幻
〉
仔
日
仏
・

MM-NN印・

(幻

)
F
F
ι
・回以・

NN印
J
∞

(
お
)
ロ
塁
手
何
回
冨
?
?
巳

E
L
S
F同
o
g
rロ
邑
叩
阿

}
p
r
P
E
R
M可わ
O
B匂
O
H
E
2
8品
。
。
口
町

-wzcd〈・喝
-
g
-
ロ
C
H
O
N
-
ω
w
と
く
に
反
対
論
と

し
て
、
〉
凹
SHO--rω
宮
内
宮
内
出
仏
E
2
0
8
g宮
5
5
0
2
8自
白
岳

Z
R
H
U
8
S
N向
。
ロ
ク
呂
町
N・
-UHOFN目。ロ
P
M内
円
，
〈
口
、
ロ
。
ぉ

ω由・

(
剖

)
F
4
5
0司
-
n
F
匂・

8
1
2

(
お
〉
す
で
に
門
ぎ
匹
、
H

，
E
芯
L
-
M
N
U
・

5
:・

(
お
)
こ
の
点
は
、
わ
が
国
の
多
く
の
学
者
、
と
く
に
英
米
法
学
者
の
見
解
に
反
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
ダ
ヴ
ィ
ド
自
身
の
見
解
は
本
文
参
照
。

(
幻
)
ダ
ヴ
ィ
ド
は
、
「
社
会
主
義
的
適
法
性
」
の
原
理
を
無
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
を
共
産
主
義
社
会
の
理
想
と
は
矛
盾
す
る
と
説
く
。

ロ
ミ
手
間
一
円
E
T同IF--
唱・

2
・
な
お
ロ
z
-
P
H
L巾弘同
OF仲間同国口明白
F
5
8・
F
H
-
-
M・
8
参
照
。
こ
の
点
も
わ
が
国
の
社
会
主
義
法
研
究
者
の
多
く

と
見
解
を
異
に
す
る
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
ダ
ヴ
ィ
ド
の
見
解
は
、
西
欧
の
ソ
ビ
エ
ト
法
研
究
者
の
聞
で
は
常
識
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

(
叩

C
U
2
5
F
g
m
gロ仏国日
3
5
5
2
P
F
O
F
H
8ロ
席
目
司
O
B
Z回、

5
2・事

H
N
1
5・
と
く
に
匂
・

5
・

〈
却
)
守
山
仏
・
句
-NH
・

(

m
剖

)

ま

や

同
Y

N
日
t
N
a

(
泊
)
距
片
品
・
司
・
印
ω
H
J
E
H・
と
く
に
匂

-
E
o
l
-
-

ダ
ヴ
ィ
ド
の
新
版
の
こ
の
部
分
は
、
一
九
六
二

J
六
三
年
に
バ
リ

1
大
学
で
行
わ
れ
た
野
田
良
之
教

授
の
講
義
(
未
刊
)
に
負
う
と
こ
ろ
大
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
回
以
・
目
白
・
ロ
O円
。
「
な
お
、
日
本
法
の
歴
史
の
部
分
に
つ
い
て
は

V
U
Dロ
L
g
戸

GEm-

S
F
F
w伊
丹

2
H・0
5凹
F
F
E
Z
Z
D
E
E
V宮
口
内
丹
念
可
。
E

r乏
の
O
B宮
み

2
5
g
に
負
っ
て
い
る
。

論

V 

ツ
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
ト

(
N
d
S
釘
03)
の
法
系
論

最
後
に
登
場
す
る
の
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
比
較
法
理
論
の
第
一
人
者
、
ツ
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
ト
の
法
理
論
で
あ
る
。
彼
は
ま
だ
比
較
法
に
関

‘ 

~ 
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す
る
体
系
書
を
公
刊
し
て
い
な
い
。

し
か
し
、
最
近
、

「
法
圏
論
の
た
め
に
」
と
い
う
論
稿
を
発
表
し
、

ア
イ
ン
テ
マ
の
記
念
論
文
集
に
、

こ
の
問
題
に
関
す
る
見
解
の
一
端
を
示
し
た
。
こ
の
論
文
の
中
で
、
彼
は
主
と
し
て
、
従
来
の
法
系
論
に
お
け
る
法
系
分
類
の
基
準
の
一

元
性
を
批
判
し
、
多
元
的
要
素
を
導
入
す
る
必
要
性
を
主
張
て
い
る
が
、
結
論
的
に
は
、
ア
ル
マ
ン
ジ
ョ
ン
の
法
系
分
類
を
ほ
ぼ
支
持
し

て
い
る
。

ま
づ
、
彼
は
、
現
在
の
法
系
論
の
限
界
と
し
て
、
第
一
に
、
従
来
そ
れ
が
比
較
私
法
学
者
に
よ
り
主
と
し
て
な
さ
れ
た
た
め
、
私
法
を

中
心
と
し
た
分
類
で
あ
り
、
対
象
に
制
約
さ
れ
た
相
対
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
(
こ
の
点
ア
ル
マ
ン
ジ
ョ
ン
の
み
自
覚

時
代
的
相
対
性
の
原
則
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

あ的
りで
うあ
るaる

第

一
国
が
時
代
に
よ
り
異
な
る
法
系
に
属
す
る
こ
と
、
が

さ
て
、

ツ
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
ト
に
と
っ
て
は
よ
依
系
分
類
の
中
心
は
法
の
ス
タ
イ
ル

(ω
巳
)
と
い
う
概
念
に
求
め
ら
れ
る
o

す
な
わ
ち
、
「
個

個
の
法
秩
序
お
よ
び
法
秩
序
の
全
グ
ル
ー
プ
は
そ
れ
ぞ
れ
特
定
の
ス
タ
イ
ル
を
も
っ
て
い
る
。
比
較
法
研
究
は
、
こ
の
法
の
ス
タ
イ
ル
を

把
握
し
、
決
定
的
な
ス
タ
イ
ル
の
要
素
、
す
な
わ
ち
ス
タ
イ
ル
を
特
徴
づ
け
る
要
素
に
よ
り
法
圏
を
分
類
し
、
個
々
の
法
秩
序
を
こ
の
法

閤
に
あ
て
は
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
こ
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
を
特
徴
づ
け
る
要
素
と
し
て
は
、

れ
る
。

つ
ぎ
の
五
種
が
考
え
ら

歴
史
的
伝
統

」
の
占
川
は
、

ロ
ー
マ
法
の
影
響
の
有
無
に
よ
る
英
米
法
と
大
陸
法
の
区
別
と
し
て
重
要
で
あ
る
が
、
大
陸
法
内
部

に
お
い
て
も
、

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
継
受
の
有
無
を
め
ぐ
っ
て
、

フ
ラ
ン
ス
法
系
と
ド
イ
ツ
法
系
が
分
か
れ
る
o

他
の
法
系
も
、
そ
れ
ぞ

法系論序説

れ
の
歴
史
的
伝
統
を
有
す
る
o

ω
特
殊
な
法
学
的
思
考
方
法

こ
こ
で
、

ツ
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
ト
は
大
陸
法
の
特
色
と
し
て
、
第
一
に
、
法
規
範
の
抽
象
性
を
あ
げ
、
}
」

の
点
で
英
米
法
と
対
比
し
、
第
二
に
、
反
形
式
主
義
を
あ
げ
、
第
三
に
、

「
権
利
の
た
め
の
闘
争
」
を
あ
げ
、
こ
の
点
が
、
法
を
社
会
秩

北法16(2・3-85)254



説

序
維
持
の
第
二
次
的
手
段
と
考
え
る
極
東
の
法
と
異
な
る
と
す
る
。
な
お
、
法
学
的
思
考
方
法
の
点
で
は
、

ド
イ
ツ
の
法
系
と
フ
ラ
ン
ス

議

法
系
と
の
聞
に
存
す
る
差
を
無
視
で
き
な
い
。

紛
特
に
特
徴
的
な
法
制
度
こ
こ
で
は
英
米
法
、

特
徴
的
な
法
制
度
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

μ円
γ

ド
イ
ツ
法
、
社
会
主
義
法
の
そ
れ
ぞ
れ
に
の
み
見
ら
れ
る
多
く
の

フ
ラ
ン
ス
法
、

法
源
の
種
類
と
そ
の
解
釈

こ
れ
は
、
従
来
大
陸
法
と
英
米
法
を
区
別
す
る
基
準
と
し
て
大
い
に
論
ぜ
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
ツ
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
ト
は
、
こ
の
差
は
過
大
に
司
評
価
さ
る
べ
き
で
な
く
、
む
し
ろ
、
前
項
の
特
徴
的
な
法
制
度
の
方
が
重
要
で
あ
る
と

す
る
o

。)

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

宗
教
法
お
よ
ひ
社
会
主
義
法
を
他
の
法
系
と
区
別
す
る
基
準
と
な
る
。

最
後
に
、

ツ
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
ト
は
混
合
法
系
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
結
局
、

い
か
な
る
ス
タ
イ
ル
に
、

よ
り
傾
い
て
い

る
か
に
よ
っ
て
決
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
例
と
し
て
、

ル
イ
ジ
ア
ナ
は
英
米
法
系
に
、

ケ
ベ
ッ
ク
は
フ
ラ
ン
ス
法
系
に
、
ブ
ラ
ジ
ル
は
ド

イ
ツ
民
法
の
影
響
を
う
け
た
が
、

い
ぜ
ん
ラ
テ

γ
ア
メ
リ
カ
法
H
H
フ
ラ
ン
ス
法
系
に
、

ギ
リ
シ
ア
は
ド
イ
ツ
法
系
に
属
す
る
と
論
じ
て

い
る
o

以
上
の
よ
う
に
、

ツ
ヴ
ア
イ
ゲ
ル
ト
は
、
主
と
し
て
、
従
来
の
法
系
論
の
も
っ
て
い
た
理
論
的
不
備
を
批
判
し
た
に
と
ど
ま
り
、
実
際

を上
附の
加法
し系
て分
い類
るS6Vこ
)お

L 、
て
li 

ほ
ぼ
ア
ル
マ
ン
ジ
ョ
ン
の
も
の
を
支
持
し
、

た
だ
、
そ
の
七
法
系
に
、

(
共
産
化
さ
れ
な
い
)
極
東
法
圏

(
担

)
N
d〈
由
民
間

R
F
N
R
F
h
r吋
巾
〈
D
ロ
仏

g
H
U口
y
g
r
B
H
m命
ロ
・
凶
凶
与
の
巾
HM昨
日
可
。
。
呂
田
)
回
円
三
ぞ
命
白
ロ
L
h
oロコ
H
n
Z
F
E♂
回

申

2
・

句
-
A
R
N
!
日日・

(
お
)
ツ
ヴ
ア
イ
ゲ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
そ
の
例
と
し
て
、
ダ
ヴ
ィ
ド
は
中
国
を
極
東
法
系
に
属
せ
し
め
て
い
る
が
、
今
日
で
は
、
彼
の
基
準
に
よ
れ
ば
、
社

会
主
義
法
系
に
属
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
す
る
。

HrE・司・

8
・
し
か
し
、

F
g
m
g
E徐
々
ω
5
5
2
で
は
、
い
ぜ
ん
、
ダ
ヴ
ィ
ド

‘ 

f 
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は
中
共
法
も
極
東
法
系
の
中
で
取
り
扱
っ
て
お
り
、
し
か
も
、
ヅ
ナ
の
伝
統
と
マ
ル
キ
ジ
ズ
ム
に
は
一
致
点
が
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
ロ

2
5
0匂
-

n片付・℃・日
N
H
2
F
と
く
に
司
-mNU-

な
お
、
ッ
ヴ

7
イ
ゲ
ル
ト
は
他
の
例
と
し
て
、
「
お
そ
ら
く
、
日
本
は
一
長
い
間
ド
イ
ツ
私
法
の
派
生
法
で
あ
っ

た
が
、
い
ま
や
コ
モ
ン
ロ
ー
法
圏
に
入
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
ワ
・
」
と
の
べ
て
い
る
。

(
担

)
N
t
M
m
o
-
-
4・口
F
司
・
怠
・

〈
お
)
拙
稿
「
大
陸
法
と
英
米
法
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
九
六
三
年
六
月
号
二
頁
以
下
は
ツ
ヴ
ア
ゲ
ル
ト
の
多
元
的
基
準
を
借
用
し
て
、
大
陸
法
と
笑
米
法
の

比
較
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
借
用
し
た
の
は
基
準
の
み
で
あ
る
。

(
m
m
)

わ
れ
わ
れ
に
と
り
気
に
な
る
日
本
法
の
地
位
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
言
及
が
な
い
。
注
ハ
岱
〉
と
の
関
係
で
、
極
東
法
圏
の
中
に
入
る
か
ど
う
か
疑
問

で
あ
る
。

M 

わ

り

お

以
上
、
第
二
次
大
戦
後
に
発
表
さ
れ
た
主
要
な
法
系
論
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
と
問
題
点
を
略
述
し
た
。
結
局
、
各
比
較
法
学
者
に
よ

り
、
法
系
論
の
重
要
性
と
可
能
性
と
は
承
認
さ
れ
て
い
る
が
、

い
か
な
る
基
準
で
、

い
か
な
る
法
系
に
分
類
し
、
各
法
体
系
を
そ
の
い
γ

ず

れ
に
属
せ
し
め
る
か
に
つ
い
て
は
、

な
お
帰
一
す
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
と
い
い
う
る
。
こ
の
よ
う
な
現
状
に
お
い
て

は
、
法
系
論
を
論
、
ず
る
こ
と
自
体
、

は
た
し
て
い
か
な
る
価
値
が
あ
る
か
も
疑
問
と
な
ろ
う
o

一
定
の
限

し
か
し
、
私
自
身
と
し
て
は
、

界
内
で
法
系
論
は
有
用
な
役
割
を
果
す
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
分
類
の
基
準
に
関
し
て
は
、
ダ
ヴ
ィ
ド
の
所
説
に
ひ
か
れ
る
と

法系論序説

こ
ろ
大
で
あ
る
が
、
学
界
の
現
状
で
は
、

よ
り
生
産
的
で
あ
ろ

ツ
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
ト
の
主
張
に
従
っ
て
、
多
元
的
な
考
察
を
試
み
る
方
が
、

う
o

も
っ
と
も
、
最
近
に
お
け
る
両
者
の
見
解
は
、
結
果
的
に
は
か
な
り
一
致
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
今
後
の
法
系
論
は
、

こ
の
両
者
の
学
説
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
と
い
う
形
で
展
開
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
ο

北法16(2・3--87)256



説

す
で
に
、
最
近
の
法
系
論
は
若
干
の
成
果
を
あ
げ
て
い
る
o

大
陸
法
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
法
系
と
ド
イ
ツ
法
系
の
融
合
は
、

E
E
C
の

発
展
に
伴
っ
て
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
を
指
向
し
う
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
大
陸
法
系
と
英
米
法
系
の
差
は
主
と
し
て
法
技
術
に
お
け
る

論

そ
れ
で
あ
り
、

ダ
ヴ
ィ
ド
の
よ
う
に
西
欧
法
概
念
を
認
め
う
る
か
否
か
は
別
と
し
て
も
、
両
者
の
聞
に
は
共
通
の
核
心

(
g
g
B
Oロ
8同
巾
)

が
存
す
る
と
い
う
の
が
、
近
時
の
比
較
法
学
者
の
確
信
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
資
本
主
義
法
に
対
す
る
社
会
主
義
法
の
独
自
性
と
共
通
性
も

広
く
承
認
さ
れ
て
お
り
、

い
ま
や
、
両
者
の
聞
に
、

い
か
に
す
れ
ば
有
用
な
比
較
を
な
し
う
る
か
と
い
う
こ
と
が
西
欧
比
較
法
学
者
の
主

要
な
関
心
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
わ
れ
わ
れ
の
立
場
か
ら
見
た
場
合
、
法
系
論
に
お
け
る
日
本
法
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し

も
満
足
す
べ
き
成
果
が
あ
げ
ら
れ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
は
日
本
の
比
較
法
学
者
も
責
任
の
一
半
を
負
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
日
本
法
の
特
色
を
考
え
よ
う
と
す
る
場
合
、

て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。

従
来
の
法
系
論
は
、

そ
れ
に
対
し
多
く
の
示
唆
を
与
え

お
わ
り
に
、
本
稿
が
捧
げ
ら
れ
る
故
神
谷
昭
教
授
は
、

に
つ
い
て
詳
細
な
研
究
を
発
表
さ
れ
(
川
崎
o

そ
れ
は
、
ダ
ヴ
ィ
ド
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
あ
る
意
味
で
、
大
陸
法
の
中
で
、
英
米
法
的
な
思

フ
ラ
ソ
ス
法
に
お
け
る
最
も
特
色
的
な
制
度
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
の
発
達

考
方
法
が
見
ら
れ
た
領
域
で
あ
り
、
法
系
論
に
つ
い
て
も
貴
重
な
貢
献
を
し
た
も
の
と
評
価
で
き
る
。
は
な
は
だ
不
備
な
が
ら
、
本
稿
を

捧
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
故
神
谷
教
授
の
冥
福
を
お
祈
り
し
た
い
。

(

幻

)

こ
の
問
題
に
関
す
る
私
見
の
一
端
は
、
岩
波
講
座
「
現
代
法
」
第
凶
巻
『
外
国
法
と
日
本
法
』
第

N
章
に
お
い
て
論
ず
る
予
定
で
あ
る
。

(

お

)

神
谷
昭
・
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
の
研
究
(
昭
紛
)
有
斐
閤
。
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